
経済産業省 

 

 

２０２０１２０２貿局第１号 

  輸出注意事項２０２０第３８号 

         
 

包括許可取扱要領の一部を改正する通達を次のように制定する。 
 

  令和２年１２月１０日 

 

 

 

                            経済産業省貿易経済協力局長 飯田 陽一 

 

 

 

包括許可取扱要領の一部を改正する通達 
 

 
包括許可取扱要領（平成１７年２月２５日付け平成１７・０２・２３貿局第

１号・輸出注意事項１７第７号）の一部を別添の新旧対照表のとおり改正する。 
 

   附 則 

 この通達は、令和３年１月２７日から施行する。 
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包括許可取扱要領の一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分）

○包括許可取扱要領（平成１７年２月２５日付け平成１７・０２・２３貿局第１号・輸出注意事項１７第７号）

改 正 後 改 正 前

（略） （略）

[別表Ａ] [別表Ａ]

特別一般包括輸出許可／一般包括輸出許可／ 特別一般包括輸出許可／一般包括輸出許可／

特定包括輸出許可／特定子会社包括輸出許可マトリックス 特定包括輸出許可／特定子会社包括輸出許可マトリックス

［１の項］～［４の項］ （略） ［１の項］～［４の項］ （略）

［５の項］ [５の項]

仕 向 地 い地域 と地域 ち地域 り地域 仕 向 地 い地域 と地域 ち地域 り地域

輸出令別表第１項番 ① ② 輸出令別表第１項番 ① ②

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

輸出令別表第１の５の項（１ （略） （略） （略） （略） 輸出令別表第１の５の項（１ （略） （略） （略） （略）

８）に掲げる貨物であって、 ８）に掲げる貨物であって、

貨物等省令第４条第１５号ハ 貨物等省令第４条第２号又は

又はニに該当するもの 第１５号ハ若しくはニに該当

するもの

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

［６の項］～［１５の項］ （略） ［６の項］～［１５の項］ （略）

[別表Ｂ] （略） [別表Ｂ] （略）

特別一般包括役務取引許可／一般包括役務取引許可／ 特別一般包括役務取引許可／一般包括役務取引許可／

特定包括役務取引許可／特定子会社包括役務取引許可マトリックス 特定包括役務取引許可／特定子会社包括役務取引許可マトリックス

［１の項］～［５の項］ （略） ［１の項］～［５の項］ （略）

［６の項］ ［６の項］
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提 供 地 い地域 と地域 ち地域 り地域 提 供 地 い地域 と地域 ち地域 り地域

外為令別表項番 ① ② 外為令別表項番 ① ②

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

外為令別表の６の項（２）～ （略） （略） （略） （略） 外為令別表の６の項（２）～ （略） （略） （略） （略）

（５）に掲げる技術 （６）に掲げる技術

［７の項］～［１５の項］ （略） ［７の項］～［１５の項］ （略）

様式第１～様式第２０ （略） 様式第１～様式第２０ （略）

mp06
ハイライト表示

mp06
ハイライト表示


